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Abs回ct ：日本で広く薬用植物を適切に利用するには ， 薬用植物の規制として最も重要と考えられる ， 「食
薬区分」を良く理解する必要がある。 特に， 強い生理活性成分を含む薬用植物の場合， 成分本質だけで
一義的に医薬品と判断される「専ら医薬品として使用される成分本質（原材料）リスト」に収載される
かどうか， 事前に厚労省の判断を受けておくことが重要となる。

はじめに

薬機法第2条の定義によれば， 医薬品とは，

「（1）日本薬局方に収められている物 ，（2）人

又は動物の疾病の診断， 治療又は予防に使用

されることが目的とされている物であって，

機械器具等（機械器具歯科材料， 医療用品，

衛生用品並びにプログラム（電子計算機に対

する指令であって， ーの結果を得ることがで

きるように組み合わされたものをいう。 以下

同じ。） 及びこれを記録した記録媒体をいう。

以下同じ。） でないもの（医薬部外品及び再生

医療等製品を除く。） ' (3）人又は動物の身体

の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的と

されている物であって， 機械器具等でないも

の（医薬部外品， 化粧品及び再生医療等製品

を除く。）Jとなっている。
一方， 薬用植物とは，「広辞苑」によれば，

「医薬として用い， 医薬の原料とする植物。日

本薬局方に収載されているもの。 古来漢方で

用いるもの。 民間で用いるものなどがある。

薬草」と定義されている。 ここで「医薬」と

いっている言葉がくせ者で， 後者に民間で用

いるものも含むことを鑑みると，医薬品とし

て国が正式に認めていない（薬機法の定義に

合わない）， 民間薬も含むことになろう。 さら

に， 天然物化学的にもう少し幅広に捉えれば，

薬用植物とは， 植物のなかで全体あるいはそ

の一部分が， 人（あるいは他の動物に対して）

なんらかの薬効を有する物（あるいは有する
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